
主務大臣 指定調査機関 申請者

申請者と指定調査機関間の手続

申請者と主務大臣間の手続

特定認証業務の認定申請から認定まで

認証業務の認定申請 (法 §4②)

審査結果の通知（認定書交付）、官報に公示 (法 §4③)

調査結果を通知
 (法 §17④)

調査に係る手数料を請求

認定審査 実地調査
調査申請（法 §17③）

※手数料を納付

審査結果
認定

不認定 審査結果の通知

調査に係る手数料を納付

・欠格条項の審査
・書類不備の審査

・業務設備の基準への適合
・利用者の真偽確認方法が適切か
・申請業務の基準への適合

調査結果
とりまとめ

認定認証事業者


